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技 第 ５ ０ ９ 号  
令和５年１２月１９日  

 
島根県建設産業団体連合会長 様 
 

島根県土木部技術管理課長   
（公印省略）    

 
 
   熱中症対策に係る現場管理費補正の試行の一部改定について（送付） 
 
 このことについて、別添のとおり通知しましたので、お知らせします。 
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○島根県熱中症対策に係る現場管理費補正試行の手引き

改定前 改定後

＜表　紙＞

新　旧　対　照　表
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○島根県熱中症対策に係る現場管理費補正試行の手引き

改定前 改定後

新　旧　対　照　表

１．はじめに 
 本手引きは、島根県土木部（建築住宅課を除く）・農林水産部（森林整備課除く）が所管
する建設工事等において、熱中症対策に係る現場管理費補正（以下、本補正という）を試行
するに当たり、必要な事項を定めたものである。 
 
２．用語の定義 
（１）真夏日 

日最高気温が３０度以上の日、または日最高暑さ指数（WBGT）が２５度以上の日を
いう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０度以上、または暑さ指数
（WBGT）が２５度以上の場合とする。 

（２）工期 
工事の始期から工事完成日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、

後片付け期間の合計をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを
実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

（３）真夏日率 
以下の式により算出された率をいう。 

     真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期   

１．はじめに 
 本手引きは、島根県土木部・農林水産部が所管する建設工事等において、熱中症対策に係
る現場管理費補正（以下、本補正という）を試行するに当たり、必要な事項を定めたもので
ある。 
 
２．用語の定義 
（１）真夏日 

日最高気温が３０度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気
温が３０度以上の場合とする。 

（２）工期 
工事の始期から工事完成日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日、

後片付け期間の合計をいう。なお、年末年始６日間、夏季休暇３日間、工場製作のみを
実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。 

（３）真夏日率 
以下の式により算出された率をいう。 

     真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日 ÷ 工期   

５．気温の計測方法等 
（１）計測方法 

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温、または環境省が公表してい
る観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。 

ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方
法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。 

なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

５．気温の計測方法等 
（１）計測方法 

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温を用いることを標準とする。 
ただし、これによりがたい場合は、施工現場を代表する１地点で気象庁の気温計測方

法に準拠した方法により得られた計測結果を用いることも可とする。 
なお、計測に要する費用は受注者の負担とするものとする。 

（２）計測結果の報告 
受注者は、施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出するものとする。 
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○島根県熱中症対策に係る現場管理費補正試行の手引き

改定前 改定後

新　旧　対　照　表

＜最終頁＞

≪改定等一覧≫ 
 ○ 令和元年 6 月１０日付け技第１３６号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行について」 
   試行の手引きを策定 

 
  ○ 令和元年１０月１８日付け技第２９０号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行についての一部改定について」 
    対象工事の追加（港湾、空港、漁港漁場） 
 
  ○ 令和２年 8 月２８日付け技第２２５号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行の一部改定について」 
    新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事における真夏日の対象

となる日最高気温を改定 
 
  ○ 令和３年３月３１日付け技第５４５号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行の一部改定について」 
    新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事における真夏日の対象

となる日最高気温を改定（土木部港湾空港課（港湾事業)、農林水産部漁港漁場整
備課所管の建設工事を追加） 

 
○ 令和５年５月３１日付け技第１８１号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行の一部改定について」 
    新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事における真夏日の対象

となる日最高気温の特例規定を廃止 

（追加）

≪改定等一覧≫ 
 ○ 令和元年 6 月１０日付け技第１３６号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行について」 
   試行の手引きを策定 

 
  ○ 令和元年１０月１８日付け技第２９０号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行についての一部改定について」 
    対象工事の追加（港湾、空港、漁港漁場） 
 
  ○ 令和２年 8 月２８日付け技第２２５号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行の一部改定について」 
    新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事における真夏日の対象

となる日最高気温を改定 
 
  ○ 令和３年３月３１日付け技第５４５号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行の一部改定について」 
    新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事における真夏日の対象

となる日最高気温を改定（土木部港湾空港課（港湾事業)、農林水産部漁港漁場整
備課所管の建設工事を追加） 

 
○ 令和５年５月３１日付け技第１８１号 

「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行の一部改定について」 
    新型コロナウイルス対策に伴う熱中症予防を実施した工事における真夏日の対象

となる日最高気温の特例規定を廃止 
 

○ 令和５年１2 月１９日付け技第５０９号 
「熱中症対策に係る現場管理費補正の試行の一部改定について」 

    真夏日の判断基準に暑さ指数（WBGT）を追加 
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